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政

府

は

、

本

法

の

施

行

及

び

心

理

専

門

職

の

活

用

の

促

進

に

当

た

り

、

次

の

事

項

に

つ

い

て

特

段

の

配

慮

を

す

べ

き

で

あ

る

。 

一

、

臨

床

心

理

士

を

始

め

と

す

る

既

存

の

心

理

専

門

職

及

び

そ

れ

ら

の

資

格

の

関

係

者

が

こ

れ

ま

で

培

っ

て

き

た

社

会

的

な

信

用

と

実

績

を

尊

重

し

、

心

理

に

関

す

る

支

援

を

要

す

る

者

等

に

不

安

や

混

乱

を

生

じ

さ

せ

な

い

よ

う

に

配

慮

す

る

こ

と

。 

二

、

公

認

心

理

師

が

、

臨

床

心

理

学

を

始

め

と

す

る

専

門

的

な

知

識

・

技

術

を

有

し

た

資

格

と

な

る

よ

う

、

公

認

心

理

師

試

験

の

受

験

資

格

を

得

る

た

め

に

必

要

な

大

学

及

び

大

学

院

に

お

け

る

履

修

科

目

や

試

験

の

内

容

を

適

切

に

定

め

る

こ

と

。 

三

、

本

法

の

施

行

に

つ

い

て

は

、

文

部

科

学

省

及

び

厚

生

労

働

省

は

、

互

い

に

連

携

し

、

十

分

協

議

し

た

上

で

進

め

る

こ

と

。

ま

た

、

そ

の

他

の

府

省

庁

も

、

本

法

の

施

行

に

関

し

必

要

な

協

力

を

行

う

こ

と

。 

四

、

受

験

資

格

に

つ

い

て

は

、

本

法

第

七

条

第

一

号

の

大

学

卒

業

及

び

大

学

院

課

程

修

了

者

を

基

本

と

し

、

同

条

第

二

号

及

び

第

三

号

の

受

験

資

格

は

、

第

一

号

の

者

と

同

等

以

上

の

知

識

・

経

験

を

有

す

る

者

に

与

え

る

こ

と

と

な

る

よ

う

、

第

二

号

の

省

令

の

制

定

や

第

三

号

の

認

定

を

適

切

に

行

う

こ

と

。 

五

、

公

認

心

理

師

が

業

務

を

行

う

に

当

た

り

、

心

理

に

関

す

る

支

援

を

要

す

る

者

に

主

治

医

が

あ

る

場

合

に

、

そ

の

指

示

を

受

け

る

義

務

を

規

定

す

る

本

法

第

四

十

二

条

第

二

項

の

運

用

に

つ

い

て

は

、

公

認

心

理

師

の

専

門

性

や

自

立

性

を

損

な

う

こ

と

の

な

い

よ

う

省

令

等

を

定

め

る

こ

と

に

よ

り

運

用

基

準

を

明

ら

か

に

し

、

公

認

心

理

師

の

業

務

が

円

滑

に

行

わ

れ

る

よ

う

配

慮

す

る

こ

と

。 

六

、

本

法

附

則

第

五

条

の

規

定

に

よ

る

施

行

後

五

年

を

経

過

し

た

場

合

に

お

け

る

検

討

を

行

う

に

当

た

っ

て

は

、

保

健

医

療

、

福

祉

、

教

育

等

を

提

供

す

る

者

そ

の

他

の

関

係

者

と

の

連

携

等

の

在

り

方

に

つ

い

て

も

検

討

を

加

え

る

こ

と

。 

 

右

決

議

す

る

。 


